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概要版

　みなさんは、「島原市市勢振興計画」を知っていますか？

　あまり聞き慣れないかもしれませんが、とても大切な計画

です。

　「島原市市勢振興計画」は、島原市を将来「こんなまちにし

ていきたい」という姿を示し、島原市に「住みたい人」「住み

続けたい人」が増え、関わる人々が「訪れたい」と思えるまち

づくり向けて、市民、地域と行政が力をあわせ、新たな時代の

まちづくりをどのように進めていくかについて定めている

もので、共に取り組んでいくための指針となるものです。

　この概要版は、市民、地域と行政が将来の島原市をより良いま

ちにしていくための目標を共有し、協働のまちづくりを進めてい

くために、掲載されている取り組みについてご理解をいただくた

めの「ガイドブック」として作成しました。

　詳しい内容は、第７次島原市市勢振興計画本編をご覧ください。

第７次島原市市勢振興計画（概要版）について
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計画の構成・計画期間について

第７次島原市市勢振興計画は、「①基本構想」、「②基本計画」からできています。

計画期間は以下のとおりです。

これからのまちづくりを進めるうえで大切なこと

本市が持続可能な地域社会であるためには、市民と行政がこれまで以上に協働していくことが重

要です。

市民においては、地域の問題を自分たちの問題として取り組み、行政が不足する部分を補いなが

ら、地域を守って維持していくという意識を持つことが求められます。

行政においては、市民と情報を共有し、市民の力を借りながら各主体が持つ強みを活かすことが

できる行政運営が求められます。

また、日々進化を続けるテクノロジーは、行政運営をより効率的にし、生産性を高め、地域課題

の解決に活用できる可能性を含んでいることから、あらゆる分野で積極的に新技術を取り入れてい

くことも必要です。

課題は地域によって様々であり、地域の実情に応じた取り組みが必要ですが、本市には豊かな自

然を代表とした多くの地域資源が存在することから、効果を最大限発揮していくために、地域資源

や島原の特性を活かし、市民と協働しながらまちづくりを進めていくことが大切です。

基本構想

基本計画

令和
2年度
（2020）

3年度
（2021）

4年度
（2022）

5年度
（2023）

6年度
（2024）

7年度
（2025）

8年度
（2026）

9年度
（2027）

10年度
（2028）

11年度
（2029）

　基本構想は、本市が将来実
現したい姿を描き、その実現
に向けたまちづくりの柱（分
野別まちづくり方針）を示し
ます。
　計画期間は、令和２年度
（2020）を初年度とする10年
間の計画とします。

～まちづくりの柱～

　基本構想に定めた将来像、
まちづくりの柱を具体化する
ために、各分野にわたり、施
策の目標や主要施策等を体系
的に示すものです。
　計画は、前期及び後期基本
計画からなり、本冊では前期
計画（令和２年度（2020）か
らの５年間での取り組み）を
示します。

～将来像を実現する　
　施策の取りまとめ～

図表　計画の構成・計画期間

基本構想

基本構想

前期基本計画 後期基本計画

基本計画

基本計画
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将来像・基本理念

豊かな自然・歴史・文化につつまれながら、住み慣れた地域で健やかに安心して暮らせること、

子どもたちがのびのびと成長していくこと、人とのつながりを築いていくことは、これまで受け継

がれてきた地域の資源や特性と同じくして、私たち市民の誇りであり、まちの魅力でもあります。

こうしたまちの魅力や誇りはすべて島原で育まれる「島原らしさ」であり、これからも市民と一

緒に、「島原らしさ」を創り磨き上げていき、未来へつなげていきたいという想いから、目指す将

来像を『未来へつなぐ島原らしさ　暮らし続けたい、訪れてみたい、魅力あふれるまち』とします。

◎「ひと」と「暮らし」のなかで生まれるつながりを大切にし、互いの “今日” を
支え合いながら、“明日” を担う「ひと」を育てます。そして、「まち」の魅力を
資源として、「ひと」と「まち」の魅力をつなぐ、様々な関わりや交流を生み出
していきます。
◎「暮らし」を支える生業を「まち」に定着させ、「ひと」との交流や「まち」のな
かに賑わいや快適な暮らしを生み出す基盤を備えます。
◎「まち」、「ひと」づくりによって、「暮らし」が安定し、将来にわたって安全安心
なこれからも暮らし続けたい、訪れてみたい、魅力あふれるまちを市民のみなさ
んとともに創ります。

未来へつなぐ島原らしさ
暮らし続けたい、訪れてみたい、魅力あふれるまち

島原市の『今日を支え、明日を創るまちづくり』に向けて
（基本理念に込められた島原市のまちづくりの考え方）

い　ま みらい

ひと まち 暮らし

　将来像を実現するための基本理念を「今日を支え、明日を創るまちづくり」とし、「ひと」、「まち」、

「暮らし」をテーマに、島原市が直面している様々な “今日” と向き合い、支えながら、“明日” へ

受け継ぐ魅力や誇りを、市民とともに育んでいきます。

い　ま

みらい

みらいい ま

みらいい ま
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図表　人口指標（計画期間の目標人口）

指標名 現況値
（2015）

目標値
（2029）

計画期間の目標人口 45,436人 42,000人

計画期間の目標人口

本市の総人口は減少を続けており、今後も減少が見込まれるなかで、平成27年度（2015）に策

定した「島原市人口ビジョン」、「島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、令和17年（2035）

において40,000人以上の人口を確保することを目標としています。

そこで、本計画期間においても総合戦略の目標人口を踏まえ、人口減少に歯止めをかける様々な

施策を積極的に展開し、計画最終年度である令和11年（2029）の目標人口を42,000人とします。
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施策体系

１-１　自然と歴史、都市機能が調和するまち（都市基盤・景観）
１-２　地域や暮らしをつなぐまち（公共交通・情報通信・道路）
１-３　豊かな水を守り、活かすまち（水道・水資源）

自然と歴史、都市の魅力が調和したまちづくり基本目標１

２-１　快適に住まうまち（住環境・定住促進）
２-２　環境にやさしく暮らすまち（循環型社会・環境保全）
２-３　いざというときに備えるまち（消防・救急体制・防災）
２-４　地域の安全を守るまち（防犯・交通安全）

安全安心で住みよいまちづくり基本目標２

３-１　自然の恵みを供給するまち（農業）
３-２　水産資源を守り育てるまち（水産業）
３-３　暮らしを支える商工業のまち（商工業）
３-４　訪れてみたい、魅力のあるまち（観光業）
３-５　新たな活力を育むまち（雇用・産業育成）

賑わいと活力を興すまちづくり基本目標３

４-１　生涯を通じて健康に暮らすまち（健康づくり・保健活動）
４-２　安心して医療を受けられるまち（医療）
４-３　身近な支え合い、助け合いのあるまち（地域福祉）
４-４　安心して子育てできるまち（子育て支援）
４-５　いきいきと高齢期を過ごせるまち（高齢福祉）
４-６　自分らしい生活を目指せるまち（障害福祉）

健康で自立と生きがいを支えるまちづくり基本目標４

５-１　いきいきと学び育つまち（学校教育）
５-２　心の豊かさ、交流を生むまち（社会教育・家庭教育）
５-３　スポーツでつながりをつくるまち（社会体育）
５-４　ふるさと島原を継承するまち（歴史文化）

将来を担う人材と豊かな心を育むまちづくり基本目標５

６-１　お互いに認め支え合い市民とともに行動するまち（市民協働・人権）
６-２　信頼ある行財政運営を推進するまち（行財政運営）
６-３　島原半島の発展を担うまち（広域行政・地域間連携）

持続可能なまちづくりを支える市政運営基本目標６

今日を支え、明日を創るまちづくり
い　ま みらい
「ひと」・「まち」・「暮らし」

将来像

基本理念

未
来
へ
つ
な
ぐ
島
原
ら
し
さ

暮
ら
し
続
け
た
い
、
訪
れ
て
み
た
い
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
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重点プロジェクト（前期基本計画）

重点プロジェクト（前期基本計画）は、前期基本計画期間内に推進する事業のうち、特に力を入

れて推進する取り組みです。

単独の「施策での取り組み」だけでは解決することが難しい課題に対し、まちづくりの基本理念

である「今
い

日
ま

を支え、明
みらい

日を創るまちづくり」の３つの視点（「ひと」、「まち」、「暮らし」）から、個々

の「施策での取り組み」の分野にとらわれず、それぞれの施策を連携させながら、横断的に取り組

んでいく７つのプロジェクトより構成されます。

そして、地域資源を効果的・効率的に活用し、基本構想に掲げたまちの将来像「未来へつなぐ島原ら

しさ　暮らし続けたい、訪れてみたい、魅力あふれるまち」の実現を市民とともに目指していきます。

市の取り組み（主要施策）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策１-１ 自然と歴史、都市機能が調和するまち

施策１-２ 地域や暮らしをつなぐまち

○公共交通機関の利用　　○ICT（情報通信技術）の活用　　○道路の環境美化
○道路事業への関心

○公共交通の維持・確保　　○情報通信技術や最新技術の活用
○都市計画道路の整備　　○市内外をつなぐ道路網の整備

施策１-３ 豊かな水を守り、活かすまち

○節水　　○漏水防止　　○漏水発生時の連絡

○水質・湧水量の保全　　○安全安心な水の安定供給

○地籍調査への協力　　○土地利用のルール順守　　○湧水と城下町の景観保全
○文化財の適切な保護　　○合併浄化槽の設置・維持管理

○地籍調査の実施　　○コンパクトシティの推進　　○良好な景観の保全と形成
○生活排水の適正処理

今日を支え、明日を創るまちづくり
い　ま みらい

将来像

基本理念

未来へつなぐ島原らしさ
暮らし続けたい、訪れてみたい、魅力あふれるまち

基
本
目
標
１
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の
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３
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標
４
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く
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標
５
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く
り

基
本
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６

持
続
可
能
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ま
ち
づ
く
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を
支
え
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政
運
営

ひとづくり
まちづくり 暮らしづくり
重点プロジェクト 重点プロジェクト

重点プロジェクト

図表　重点プロジェクトの構成

１　活力ある産業創造プロジェクト
２　賑わい創出プロジェクト

１　地域力向上プロジェクト
２　次代を担う人材育成プロジェクト
３　ふれあい・交流プロジェクト

１　暮らし安心プロジェクト
２　島原の魅力・情報発信

プロジェクト
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市の取り組み（主要施策）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策１-１ 自然と歴史、都市機能が調和するまち

施策１-２ 地域や暮らしをつなぐまち

○公共交通機関の利用　　○ICT（情報通信技術）の活用　　○道路の環境美化
○道路事業への関心

○公共交通の維持・確保　　○情報通信技術や最新技術の活用
○都市計画道路の整備　　○市内外をつなぐ道路網の整備

施策１-３ 豊かな水を守り、活かすまち

○節水　　○漏水防止　　○漏水発生時の連絡

○水質・湧水量の保全　　○安全安心な水の安定供給

○地籍調査への協力　　○土地利用のルール順守　　○湧水と城下町の景観保全
○文化財の適切な保護　　○合併浄化槽の設置・維持管理

○地籍調査の実施　　○コンパクトシティの推進　　○良好な景観の保全と形成
○生活排水の適正処理

人口減少や高齢化が進む中においても、都市の活力と市民の生活利便性を維持し、いつまでも暮

らしやすいまちを実現するため、都市全体の構造を見渡しながら、新技術を積極的に取り入れ、生

活サービス施設等が集積し、公共交通により誰もが容易にアクセスし、質の高いサービスを享受で

きるコンパクトなまちづくりを進めます。

また、市内外を円滑に結ぶ道路交通網の整備を計画的に進めるとともに、豊かな自然環境や城下

町の景観等を保全し、自然と都市の魅力が調和したまちづくりを目指します。

自然と歴史、都市の魅力が調和したまちづくり基本目標１

基本目標・前期基本計画
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策２-１ 快適に住まうまち

施策２-２ 環境にやさしく暮らすまち

○空き家、空き地の適正管理　　○公園の利用マナー向上、園内美化

○定住の促進　　○空き家対策の推進　　○公営住宅の適正な維持管理

○公園の維持管理

○ごみの分別・リサイクル　　○不法投棄の防止　　○森林環境の保全

○環境に配慮した生活

○循環型社会の構築　　○森林環境の保全

ごみの減量化や再資源化等を推進することにより環境にやさしいまちづくりを進めるとともに、

住環境や公園、消防防災、防犯、救急体制の整備等を行い、世代を問わず多くの市民にとって快適

で安全安心に暮らせる住みよいまちを目指します。

また、地域や関係機関等と連携を図りながら、移住希望者が希望を持って移り住み定住に結びつ

くよう、きめ細かな支援体制を構築することで人口減少に歯止めをかけ、本市への新しい人の流れ

を創り出します。

安全安心で住みよいまちづくり基本目標２
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策２-１ 快適に住まうまち

施策２-２ 環境にやさしく暮らすまち

○空き家、空き地の適正管理　　○公園の利用マナー向上、園内美化

○定住の促進　　○空き家対策の推進　　○公営住宅の適正な維持管理

○公園の維持管理

○ごみの分別・リサイクル　　○不法投棄の防止　　○森林環境の保全

○環境に配慮した生活

○循環型社会の構築　　○森林環境の保全

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策２-４ 地域の安全を守るまち

○地域の連帯意識　　○ひとりで悩まずに相談　　○交通安全講習への参加

○犯罪被害者等支援の理解

○防犯対策の推進　　○消費者被害の防止　　○交通安全活動の推進

施策２-３ いざというときに備えるまち

○「自らの身は自らで守る」という意識　　○防災用品の備蓄や防災訓練への参加

○ 災害や救急時の援助

○地域防災力、消防・救急体制の強化　　○砂防・治山対策の推進

○高潮・浸水対策の推進
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策３-１ 自然の恵みを供給するまち

施策３-２ 水産資源を守り育てるまち

○担い手の育成　　○優良農地化

○新たな技術を活用した農業への関心

○地元の農畜産品への関心、地産地消

○労働力・担い手の確保　　○農業の振興

○職業の選択肢として漁業も加えてみる　　○海をきれいに

○沿岸の水産物への関心、地産地消

○漁業者の確保・育成　　○水産業の振興　　○漁業協同組合の組織基盤強化

地域産業の発展、人口定住に結びつく持続可能な地域経済活動の実現に向けて、環境整備や担い

手の確保、育成とともに、本市の基幹産業である農業や水産業を中心に、様々な地域資源や物産を

市内外へ発信し、流通を促進するほか、観光資源の活用、中小企業の経営の安定化に取り組み、本

市全体の産業振興を目指します。

また、若い世代をはじめとした市民の経済力の向上や、地域産業とのつながりを踏まえた新たな

産業、働きがいのある雇用の創出を図り、賑わいと活力を興すまちづくりを目指します。

賑わいと活力を興すまちづくり基本目標３
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策３-４ 訪れてみたい、魅力のあるまち

施策３-５ 新たな活力を育むまち

○交流する意識やホスピタリティ（おもてなしの心）　　○イベントへの協賛

○歴史と文化の魅力を発信

○観光の振興　　○観光資源の開発　　○観光客へのアクセス環境

○市に関心がある方の紹介　　○安心して働ける労働環境整備

○市内企業への就業を検討　　○働く意欲や能力向上

○雇用に対する支援　　○創業・事業承継の促進支援　　○企業誘致

○消費者を意識した商品開発　 ○商談会やセミナーへの参加

○市役所への相談　　○地元特産品への関心　　○地場産品の購入

○地元で買物

○特産品の販路拡大　　○商工業の振興

施策３-３ 暮らしを支える商工業のまち
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策４-１ 生涯を通じて健康に暮らすまち

施策４-２ 安心して医療を受けられるまち

施策４-３ 身近な支え合い、助け合いのあるまち

○乳幼児・学童期：家庭や親子で生活習慣の基礎を身につける

○青年期：健康的な生活習慣の定着　　○壮年期：家族や仲間と健康づくり

○中年期：健診・検診で健康状態を把握　　○高齢期：地域活動への参加

○健康保持・増進の推進　　○国民健康保険の運営

○地域での支え合い　　○ひとりで悩まずに相談

○民生委員児童委員やボランティア等の活動を理解　　○国民年金等の納付

○地域福祉の推進　　○生活困窮者の自立支援　　○国民年金制度の運営

○かかりつけ医を持つ　　○医療に対する関心と理解

○小児科医療の充実　　○医療体制の充実・確保

保健、医療、福祉等の連携により、市民が安心して子どもを産み育てられ、健康に暮らすことの

できる心と体を育みます。

また、地域で暮らすうえで支援の必要な高齢者や障害のある人が地域で自立し、生きがいを感じ

ながら暮らし続けられる支援体制を構築するとともに、様々な世代、立場の人々が互いに支え合い、

人と人とのつながりを大切にした社会の実現を目指します。

健康で自立と生きがいを支えるまちづくり基本目標４
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策４-４ 安心して子育てできるまち

施策４-５ いきいきと高齢期を過ごせるまち

施策４-６ 自分らしい生活を目指せるまち

○愛情を持った子育て　　○地域ぐるみで子育て家庭を支援

○ひとりで抱えず家族や仲間、市役所等へ相談

○児童虐待は市や児童相談所に知らせる

○子育て支援の充実　　○要保護児童等への対応　　○出会い・結婚への支援

○地域での支え合い　　○行政や相談事業者等への相談

○イベントや行事は誰でも参加しやすいように心がける

○障害者総合支援法に対応した支援の整備　　○社会参加及び共生社会の実現

○療育体制・医療的ケアの充実

○地域活動等への参加　　○介護予防　　○地域ぐるみで高齢者等を見守る

○身近な方や地域包括支援センターに相談

○生きがいづくりの推進　　○認知症の理解と啓発の促進

○地域包括ケアシステムの充実
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策５-１ いきいきと学び育つまち

施策５-２ 心の豊かさ、交流を生むまち

施策５-３ スポーツでつながりをつくるまち

○学校教育への理解・協力　　○子どもと学校のことを話す

○学力・指導力の向上　　○豊かな人間性を育む教育の推進
○未来を生き抜く資質、能力の育成　　○特別支援教育の充実

○スポーツを通した交流　　○ライフステージに応じたスポーツ
○施設を大切に使う　　○しまばら体操の実施

○ジュニアスポーツの推進　 ○スポーツ交流　 ○大会等の誘致
○生涯スポーツ

○「学ぶ親」を目指す　 ○子どもたちに声をかけ、見守り、育てる　 ○地域で互いに支え合う

○社会教育・家庭教育の充実（島原市ココロねっこ運動の推進）　 ○芸術文化活動の振興

施策５-４ ふるさと島原を継承するまち

○文化財の保存・継承　 ○文化財保護の技術や知識を身につける　 ○伝統文化の保存・継承

○文化財の保護・活用

本市の将来を担う人材が一人ひとりの個性と能力を伸ばし、生きる力と豊かな人間性の形成につ

ながるよう、学校教育、社会教育、家庭教育の充実に努めるとともに、城下町としての歴史文化を

積極的に活用し、ふるさと島原に対する誇りと愛着を育みます。

また、スポーツや芸術文化活動を通じて心身の充実を図り、大会やイベントを通じて市内外の人

達との交流を行います。

将来を担う人材と豊かな心を育むまちづくり基本目標５
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市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策５-１ いきいきと学び育つまち

施策５-２ 心の豊かさ、交流を生むまち

施策５-３ スポーツでつながりをつくるまち

○学校教育への理解・協力　　○子どもと学校のことを話す

○学力・指導力の向上　　○豊かな人間性を育む教育の推進
○未来を生き抜く資質、能力の育成　　○特別支援教育の充実

○スポーツを通した交流　　○ライフステージに応じたスポーツ
○施設を大切に使う　　○しまばら体操の実施

○ジュニアスポーツの推進　 ○スポーツ交流　 ○大会等の誘致
○生涯スポーツ

○「学ぶ親」を目指す　 ○子どもたちに声をかけ、見守り、育てる　 ○地域で互いに支え合う

○社会教育・家庭教育の充実（島原市ココロねっこ運動の推進）　 ○芸術文化活動の振興

施策５-４ ふるさと島原を継承するまち

○文化財の保存・継承　 ○文化財保護の技術や知識を身につける　 ○伝統文化の保存・継承

○文化財の保護・活用

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

市の取り組み（主要施策）

協働による取り組み（市民や地域に期待する役割）

施策６-１ お互いに認め支え合い市民とともに行動するまち

施策６-２ 信頼ある行財政運営を推進するまち

○「自分たちで決めて、自分たちで担う」自治　　○人権侵害をしない、させない
○男女共同参画・人権尊重　　○平和の大切さを引き継いでいく
○他国の文化を学び、尊重する

○地域コミュニティ・町内会・自治会活動の促進　　○男女共同参画の推進
○人権・平和活動の推進　　○国際交流・多文化共生

○市の財政状況や行政運営への関心

○質の高い行政運営　　○効率的な財政運営

施策６-３ 島原半島の発展を担うまち

○関わりのある地域への協力　　○観光連携イベントへの参加

○広域連携の推進　　○広域観光ルートの設定、PR活動

市民一人ひとりの活力を地域づくりに発揮できる協働によるまちづくりを推進するとともに、健

全な財政基盤づくりと多様化する市民ニーズに的確に対応した行政サービスを提供できる体制づく

りを行うほか、幅広い分野で関係自治体等との広域的な連携を図り、持続可能なまちづくりを支え

る市政運営を目指します。

また、施設の長寿命化や有効活用につながるよう、限りある資源を有効に活用する経営的な視点

を持って公共施設マネジメントに取り組みます。

持続可能なまちづくりを支える市政運営基本目標６
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第７次
島原市市勢振興計画

２０２０‒２０２９
概要版

　みなさんは、「島原市市勢振興計画」を知っていますか？

　あまり聞き慣れないかもしれませんが、とても大切な計画

です。

　「島原市市勢振興計画」は、島原市を将来「こんなまちにし

ていきたい」という姿を示し、島原市に「住みたい人」「住み

続けたい人」が増え、関わる人々が「訪れたい」と思えるまち

づくり向けて、市民、地域と行政が力をあわせ、新たな時代の

まちづくりをどのように進めていくかについて定めている

もので、共に取り組んでいくための指針となるものです。

　この概要版は、市民、地域と行政が将来の島原市をより良いま

ちにしていくための目標を共有し、協働のまちづくりを進めてい

くために、掲載されている取り組みについてご理解をいただくた

めの「ガイドブック」として作成しました。

　詳しい内容は、第７次島原市市勢振興計画本編をご覧ください。

第７次島原市市勢振興計画（概要版）について

第７次島原市市勢振興計画 概要版

発　　　行：令和２年３月

編集・発行：島原市市長公室政策企画課
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